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固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
を
基
準
日
（「
賦
課
期
日
」
と

言
い
ま
す
。）
と
し
て
、
土
地
・

家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
す
る
人

が
、
そ
の
固
定
資
産
の
価
格
を
も

と
に
算
定
さ
れ
た
税
額
を
固
定
資

産
の
所
在
す
る
市
町
村
に
納
め
る

税
金
で
す
。
税
率
は
１
・
４
％
で

す
。

　

市
の
今
年
度
の
一
般
会
計
当
初

予
算
額
は
２
４
７
億
５
、
４
０
０

万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う

ち
市
税
に
よ
る
収
入
は
約
１
０
４

億
円
、
市
全
体
の
収
入
の
42
％
を

占
め
る
貴
重
な
自
主
財
源
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
固
定
資
産

税
に
よ
る
収
入
は
46
億
円
で
市
税

の
44
％
を
占
め
、
福
祉
や
教
育
等

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
支
え
る
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
の
『
評
価
替
え
』

と
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
た
固
定

資
産
評
価
基
準
に
基
づ
い
て
、
３

年
ご
と
に
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

固
定
資
産
税
は
固
定
資
産
の
価

格
、
す
な
わ
ち
「
適
正
な
時
価
」

に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
も
の
な
の

で
、
本
来
で
あ
れ
ば
毎
年
『
評
価

替
え
』
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
も

と
に
課
税
を
行
う
こ
と
が
理
想
的

で
す
が
、
市
内
全
域
の
土
地
や
家

屋
に
つ
い
て
毎
年
度
評
価
を
見
直

す
事
は
膨
大
な
量
と
な
る
た
め
、

実
務
的
に
は
非
常
に
困
難
で
あ
る

こ
と
や
、
課
税
事
務
の
簡
素
化
を

図
り
徴
税
コ
ス
ト
を
最
小
に
抑
え

る
必
要
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
土
地

と
家
屋
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て

３
年
間
評
価
額
を
据
え
置
く
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
土

地
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
地
価
の

下
落
や
据
置
く
事
が
適
当
で
な
い

場
合
に
は
、
評
価
を
修
正
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ
り
、

今
年
度
の
評
価
替
え
に
お
け
る
固

定
資
産
価
格
の
調
査
基
準
日
は
、

平
成
20
年
１
月
１
日
と
な
っ
て
い

ま
す
。
膨
大
な
量
の
土
地
を
一
括

評
価
す
る
に
は
、
あ
る
程
度
の
期

間
が
必
要
と
な
る
た
め
、
賦
課
期

日
の
前
年
の
１
月
１
日
を
基
準
日

と
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、「
適
正
な
時
価
」
の
評

定
に
あ
た
っ
て
は
、
地
価
公
示
価

格
等
の
７
割
を
目
安
に
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
『
評

価
替
え
』
に
際
し
、
価
格
調
査
基

準
日
時
点
の
標
準
宅
地
３
１
５
地

点
に
お
い
て
、
不
動
産
鑑
定
士
に

よ
る
鑑
定
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、

路
線
価
に
つ
い
て
も
、
駅
距
離
の

見
直
し
（
再
測
定
）
等
を
実
施
し

ま
し
た
。

　

市
に
お
け
る
平
成
20
年
１
月
１

日
時
点
の
地
価
公
示
価
格
の
前
年

度
対
比
で
は
、
商
業
地
で
は
下
落

又
は
据
え
置
き
傾
向
が
続
い
て
い

ま
し
た
が
、
住
宅
地
で
は
、
12
地

点
中
９
地
点
が
上
昇
に
転
じ
て
い

る
状
況
で
し
た
。

　

し
か
し
、
平
成
20
年
７
月
１
日

ま
で
の
間
に
地
価
の
下
落
が
認
め

ら
れ
た
事
等
に
よ
り
、
都
道
府
県

地
価
調
査
や
不
動
産
鑑
定
士
の
意

見
等
を
参
考
に
、
下
落
修
正
を
行

い
ま
し
た
。

　

土
地
の
評
価
と
は
、
固
定
資
産

評
価
基
準
に
基
づ
く
売
買
実
例
価

額
か
ら
算
定
し
た
正
常
な
条
件
に

よ
っ
て
成
立
す
る
取
引
価
格
を
い

い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
不
動
産
鑑
定
士
が
鑑

定
し
た
価
格
を
も
と
に
算
定
さ
れ

る
価
格
で
あ
り
、
特
殊
な
取
引
価

格
（
売
り
急
ぎ
や
買
い
急
ぎ
等
で

生
じ
る
正
常
で
な
い
条
件
を
含
む

価
格
）
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

市
で
は
、
市
街
化
区
域
（
本
庄

新
都
心
地
区
・
い
ま
い
台
産
業
団

地
を
除
く
）
に
つ
い
て
は
、
路
線

価
を
も
と
に
し
て
評
価
額
を
算
出

す
る
「
市
街
地
宅
地
評
価
法
（
路

線
価
方
式
）」
を
、
そ
の
他
の
区

域
に
つ
い
て
は
状
況
が
類
似
し
て

い
る
地
区
ご
と
に
標
準
宅
地
の
不

動
産
鑑
定
評
価
を
も
と
に
評
価
額

を
算
定
す
る
「
そ
の
他
の
宅
地
評

価
法
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
て

宅
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

固
定
資
産
税
と
は

『
評
価
替
え
』
と
は

『評価替え』で、
３年間の資産評
価の変動を価格
に反映させます。

『評価替え』は３年ごと

土
地
の
『
評
価
替
え
』

に
つ
い
て　

平
成
21
年
度

評
価
替
え
の
ポ
イ
ン
ト

土
地
の
評
価
方
法

宅
地
の
評
価
方
法

固定資産税とは、みなさんがお持ちの土地・家屋・償却資産にかかる税金です。そして、その土
地や家屋といった固定資産価格を資産価値の変動に応じて適正で均衡のとれたものに見直す『評
価替え』という作業を３年に一度行うことになっています。今年度はその固定資産税の『評価替
え』の年です。今回は、固定資産税のあらましと評価替えのポイントについてお知らせします。

『固定資産税の評価替え』『固定資産税の評価替え』
平成21年度は

の年です
★課税課☎㉕１１２１



固定資産Ｑ＆Ａお答
えします

！
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平
成
６
年
度
に
、
評
価
水
準
を

地
価
公
示
価
格
等
の
７
割
を
目
安

と
す
る
評
価
替
え
を
行
い
、
そ
れ

ま
で
市
町
村
ご
と
に
ば
ら
つ
き
の

あ
っ
た
宅
地
評
価
の
均
衡
を
図
り

ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
評
価
替
え
に

よ
っ
て
そ
れ
ま
で
に
比
べ
て
税
負

担
が
急
増
し
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
課
税
標
準
額
を
ゆ
る
や
か

に
上
昇
さ
せ
る
調
整
措
置
が
取
ら

れ
ま
し
た
。
今
年
度
の
評
価
替
え

に
お
い
て
も
引
き
続
き
負
担
調
整

措
置
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

新
築
家
屋
は
、
再
建
築
価
格
を

基
準
に
し
て
評
価
を
し
ま
す
。
再

建
築
価
格
と
は
、
評
価
の
対
象
と

な
っ
た
家
屋
と
同
じ
も
の
を
、
評

価
の
時
点
に
お
い
て
そ
の
場
所
に

新
築
す
る
場
合
に
か
か
る
建
築
費

の
こ
と
で
す
。
再
建
築
価
格
に
家

屋
の
建
築
後
の
年
数
の
経
過
に

よ
っ
て
生
ず
る
損
耗
の
状
況
に
よ

る
減
価
を
し
ま
す
。
一
般
的
な
木

造
の
住
宅
で
は
25
年
、
鉄
骨
造
の

住
宅
で
は
40
年
で
新
築
時
の
評
価

額
の
20
％
ま
で
減
価
し
ま
す
。

　

新
築
以
外
の
家
屋
を
対
象
と
す

る
評
価
替
え
は
３
年
ご
と
に
行
い

ま
す
。
再
建
築
価
格
は
、
建
築
物

価
の
変
動
を
考
慮
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
評
価
額
が
前
年
度
の

価
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
前
年

度
の
価
額
に
据
え
置
き
ま
す
。

　

今
年
度
の
納
税
通
知
書
は
５
月

１
日
㈮
に
発
送
し
ま
し
た
。
納
税

通
知
書
や
課
税
明
細
書
を
ご
確
認

い
た
だ
き
、
不
明
な
点
等
が
あ
る

場
合
に
は
課
税
課
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
６
月
１
日
㈪
ま
で
縦
覧

制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。（
詳
し
く
は
広

報
ほ
ん
じ
ょ
う
４
月
号
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。）

　

固
定
資
産
の
「
価
格
」
に
不
服

が
あ
る
場
合
は
、
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
に
審
査
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。「
価
格
」
以
外

の
こ
と
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、

市
長
に
対
し
て
不
服
の
申
し
立
て

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
申
し

立
て
期
間
は
い
ず
れ
も
納
税
通
知

書
到
着
後
60
日
間
で
す
。
詳
し
く

は
課
税
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

税
負
担
の
調
整
措
置

家
屋
の
『
評
価
替
え
』

に
つ
い
て　

家
屋
の
評
価

家
屋
の
評
価
替
え

納
税
通
知
書
は

５
月
１
日
㈮
発
送
で
す

平成17年９月に住宅を新築しましたが、今年（平成21年度分）から税
額が急に高くなっています。なぜですか。
新築の住宅に対しては、一定の要件に該当するときは、３年度分に限り
税額が２分の１に減額されます。つまり、今年から税額が高くなったの

ではなく、新築後３年度分（平成18
～ 20年度分）減額されていた税額が
本来の額になった、ということです。
なお、減額の対象となるのは、住居と
して用いられている部分（居住部分）
だけであり、店舗部分等は対象になり
ません。また、居住部分の床面積が
120㎡までが対象となります。

門や塀は家屋の一部として
固定資産税がかかりますか。
固定資産税の対象となる家
屋とは、住宅や店舗・倉庫
など土地に定着し、外気が
遮断された建物のことをい
います。門や塀は家屋では
ありませんので課税の対象
にはなりません。

固定資産の所有者が亡くなっ
たのですが、しなければいけ
ない手続きはありますか。
固定資産の所有者が亡くなっ
た時は、納税通知書等の書類
を相続人を代表して受け取る
人を指定していただくために
「相続人代表者指定届出書」
の提出をお願いしています。
印鑑を持参して課税課までお
越しください。

平成20年10月に住宅を取り壊したのですが、取り壊した後の土地について、今年（平成21年度分）か
ら税額が急に高くなっています。なぜですか。
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、税額が減
額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、その特例から外れることにな
るためです。

平成21年３月に土地と家屋を売却し、所有権移転登記を済ませまし
たが、固定資産税の納税通知書が送られてきました。なぜですか。
地方税法により固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）現在、登記
簿に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家
屋を売却しても、平成21年度の税
金は全額が売り主に課税されます。
このような場合の税金の支払い方
法については、売り主と買い主と
の間で契約書等によって取り決め
たり、話し合ったりして決めるこ
とが多いようです。

新築の住宅に対して
は、３年間の家屋に
かかる固定資産税の
減税措置があります。

Ｑ
Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

土地と家屋を
３月に売却前の所有者 今の所有者

その年の１月１日の所有者に課税される
＝前の所有者に課税


